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１．はじめに

 経済活性化のためにイノベーション（革新）が求
められており、中小企業も例外ではない。中小企業
は人的にも資金的にも制限が多く、全ての技術を独
自に調達するのは現実的ではなく、大学教授の方々
のような外部研究者とのアライアンスにより、中小
企業はイノベーションに近づくチャンスが大きくな
る。
　イノベーションは5類型の「新しい組み合わせ（新
結合 i）」によって生じるものとされている。しかし、
新結合の類型（新しい品質の財貨の生産、新しい生
産方法の獲得）である特許は必ずしもイノベーショ
ンを生じさせるわけではない。
　新結合からイノベーションに至るまでには、質の
よい 1)「新結合」を生じさせる環境の整備、新結
合の成果を流通させる 2)「商品企画」及び商品企
画を独占排他的に保護する 3)「知財」の3要素を
効率よく組み合わせる必要がある。以下、これらの
3要素を効率よく組み合わせるシステムについて考
えてみたい。

２．アライアンスによる知財の事業化

　ここでは、図1に示すように、外部研究者の方々
（以下、単に「研究者」とする。）Ａと中小企業（以
下、単に「企業」とする。）Ｂとのアライアンスを
例にとって検討を進める。研究者は大学教授を始め

とする大学教職員の方々や、その経験者、企業の研
究者の方々等、様々な場合が想定される。
　研究者Ａは技術シーズａを保有され、企業Ｂはマ
ーケットニーズｂを把握可能な状態であるものとす
る。技術シーズａとマーケットニーズｂとがマッチ
ングすると新結合ｃの成果として知的財産（以下、
単に「知財」という。）ｄが生じる。研究者Ａと企
業Ｂとは新結合ｃ及び知財ｄの価値を認識している
が、その価値は消費者には認識され難い。知財ｄの
価値を消費者に伝達するための商品企画ｅが充足さ
れて、技術シーズａはマーケットニーズｂとつなが
る。その結果、企業Ｂは知財ｄによって独占が許さ
れる生産ｆ及び販売ｇを通じて収益をあげることが
でき、これらのマーケットが大きくなれば、イノベ
ーションと呼ばれる。
　以上の状況を整理すると、新結合ｃがイノベーシ
ョンｈに至るまでに、様々な要素が必要であること
がわかる。新結合ｃを効率よく生じさせ、また、そ
の成果を効率よく知財ｄで保護し、マーケティング
の一環としての商品企画ｅにより、技術シーズａを
マーケットニーズｂに結びつける必要がある。

３．新結合のための「表現の場」

　新結合を生じさせるには、研究者Ａと企業Ｂとが
それぞれ技術シーズａ、マーケットニーズｂを「表
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現の場α」で見せ合い、共有する必要がある。研究
者Ａの方々は、専門家としての社会的信頼に対する
配慮から、エビデンスのない発言を控える場合があ
るかもしれない。また、中小企業の方々は、現場ニ
ーズが技術レベルとしては決して高度でないことを
躊躇して、発言を控えるかもしれない。しかし、新
結合は多くの組み合わせの中で生まれるものである
から、組み合わせの母集団を増やすことが合理的で
ある。よって、これらの発言を控えることのない雰
囲気づくりが「表現の場α」に求められる。

４．「表現の場」の運営と「表現手段」について

　「表現の場α」で多数の研究者と企業とをマッチ
ングさせるには「表現手段β」としてデータベース
を用いることが効率上望ましい。また、「表現手段
β1，2」のマッチングを行うにあたり、コーディ
ネイターα1による場合と、パーティーやパネル展
示等を用いた当事者同志の直接接触α2による場合
とが想定される。表現手段β1，2のデータベース
をコーディネイターα1、または、当事者が用いて
あらかじめマッチングのスクリーニングを行い、人
数を絞り込んだ状態で、直接接触α2を行うと効率
がよいであろう。

５．商品企画の構築・評価・改善

　技術シーズａとマーケットニーズｂとがマッチン
グされ、新結合ｃが生じると、知財ｄが生じる。新
結合ｃが具体的な顧客を得て、生産・販売に至るま
での商品企画ｅは通常企業Ｂによりなされることが
多い。しかし、中小企業の場合、人的余裕も限られ
ており、マーケティングまで手が回りにくいのが現
状である。また、未利用特許の例にもみられるよう
に、商品企画の行いがたい知財ｄが多いのも事実で
ある。
　商品企画ｅをゼロから構築するのは労力を要する
が、構築された商品企画ｅをマーケティング関係の
専門家が判断・改善提案を行うのは比較的少ない労
力で可能である。したがって、かかる評価・改善提
案のみを専門家 iiに求めると、筋のよい新結合ｃを
スクリーニングすることが可能となる。例えば、後
述の図2において最初の簡易な商品企画では商品の
利点と問題点を列挙し、次の商品企画2では企画1
の問題点の解決手段が発見できるか否かで判断する

と、スクリーニングをスムースに行うことができる。

６．知財と表現の場での守秘義務

　知財ｄには主に特許による保護と不正競争防止法
による営業秘密としての保護がある。特許による保
護は生産ｆ、販売ｇを独占排他的に行うことのでき
る強力な権利であり、通常はこちらが望ましい。し
かし、特許は独占権付与の代償として技術内容が公
開されるため、生産の痕跡が残らない場合等はノウ
ハウとして営業秘密として管理するのがよいときも
ある。いずれを選択するかは担当弁理士とよく相談
することが重要である。そして、特許も営業秘密も
新規性が必要であるから、「表現の場α」では参加
者に守秘義務が課せられることとなる。
　新結合ｃを生じた後、知財ｄは商品企画ｅと同時
並行して創出され、これらは相互に影響し合い、最
終的な知財の骨子は商品化がかなり具体的になるま
で明らかにならない場合も多い。一方、特許出願で
は、特許の骨子というべき「請求項（クレーム）」
を最も重視しているが、その理由は請求項が権利範
囲を定め、生産ｆ、販売ｇに独占排他権を与えるか
らである。しかも、発明は論文と異なり技術事項が
公開されれば新規性を失って iii権利化を行うことが
できない。これに対し、国内優先権制度では、最初
の出願から1年以内に後の第2特許出願を行えば、
最初の第1特許出願に含まれる内容については新規
性・進歩性等の判断日は最初の出願日に遡り、その
意味での不利益はない。
　以上を総合すれば、当初の第1特許出願は、権利
化に拘って請求項を詳しく限定する必要はなく、後
に請求項となりうる技術事項をできるだけ多く詰め
込み、1年後の後の第2特許出願の準備と割り切っ
て簡易に作成するのが合理的といえる。後の実施形
態が想定できない当初から請求項に拘り、精密な特
許出願を行うのは費用的にも戦略的にも効率が悪い。
論文をほぼそのまま特許庁へ提出する米国の仮出願
のような制度 ivが望まれる。また、営業秘密・当初
の出願書類への未記入事項の保護の見地から、表現
手段β、商品企画ｅについては可能な限り「構成」
の記載を避け、「効果」を記載することが重要である。
特許は発明の「構成」を保護するものであり、「効果」
のみを表示してマーケティングを行えば、「構成」
は温存され、結果として特許化が可能となる場合が
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図２

多いと考えられるからである。

７．タイムスケジュールと進行・中止の判断時期

　図2に理想的なタイムスケジュールを例示し、図
1の各事象の発生群S1～ S3と対比させて表示する。
データベースを用いてマッチングを行い、新結合が
生じる(S1)。ここで特許性の判断1がなされる。
　可能性を有している場合は特許調査の後第1特許
出願を行い、簡易商品企画1，商品企画2が検討され、
論文発表がなされる (S2a)。商品企画2が判断2で
難ありと判断された場合は、その案件は原則的に中
止が望ましい。判断2までのスクリーニングを簡易
迅速に運営することで、数割と想定される商業化可
能な案件を早期に発見し、資力を集中させることが
重要である。
　判断2で有効とされた場合は、正規の第2特許出
願を行い、詳細な商品企画3を行った後、判断3を
行う(S2b)。第2特許出願、商品企画3 vはスクリー
ニングではなく、如何に確実性・可能性を増大させ
るかという点に配慮すべきであり、専門家のスキル
を十分に活用することが望ましい。なお、実施品と
特許の内容とを第1特許出願から一致させるのは大
変困難であり、第2出願で手当するのが特許実務上
最も現実的な対策である。したがって、第1出願と
第2出願との間の1年の間に秘密保持状態を可能な
限り維持しながら商品企画1，2を行うことが、成
功の雌雄を決すると言っても過言ではない。第1特
許出願の事実のみで安心し、その後の対策を打たな
いのはビジネスプロセス上重大な問題である。判断
3で有効とされた場合は、生産、販売に移行する(S3)。
第2特許出願及び商品企画3で十分な対策が講じて
あれば、収益予想も確度が高いため、投資環境も整
っている場合が多いであろう。

　判断2で海外市場の可能性がある場合は、第2特
許出願で国際特許出願（PCT vi）を選択することが
望ましい。日本語の出願で、海外への移行可能性を
最初の出願日から2年6月先まで留保できるからで
ある。この場合は、判断4の後に海外代理店との契
約、外国特許出願が連続することとなる。商談とセ
ットであるため、ライセンス料の回収が可能となり、
知財立国にふさわしい知財活用が完結する。

８．大学教員にとっての意義

　本システムは、社会ニーズに応えるという点では
直接的な社会貢献といえる。しかし、現役の大学教
員の方々は学生への指導、受験準備、大企業との共
同研究等で上記マッチングに費やせる時間に限りが
ある。一方、大学を退職された名誉教授の方々は能
力・時間共に上記マッチングに応じることが可能で
ある。このような状況で、名誉教授の活動が契機と
なって中小企業とのアライアンスが成立すれば、応
用研究を大学教員にバトンタッチすることも可能で
あり、大学のさらなる社会貢献も可能となる。なお、
このような名誉教授の活躍を期待するなら、退職後
も大学実験設備や分析・測定機器の使用を名誉教授
にも開放することが望まれる。会社を退職された技
術士の方々も同様の活動が期待される。

９．まとめ

　「新結合」については、マッチングのインフラを
整え、発言を促すように配慮することで、新結合の
母集団を増やすことが成功確率の向上につながる。
また、当初の「知財」と「商品企画」については簡
易迅速にスクリーニングを行い、商業化・権利保護
の困難な案件を排除し、対象案件の数を減らすべき
である。特に、人的・資本的に余裕の限られた中小
企業では、商業化の負担が大きい案件を扱うべきで
はない。退職された名誉教授・技術士の方々という
人的資源の活用は、人の信頼関係に基づく新結合と
いう観点からも、現実的且つ合理的である。そして、
厳選した「新結合」を十分な「商品企画」と「知財」
でサポートし、「独占実施」に移すことが、中小企
業におけるイノベーション実現のためには望ましい
と考えられる。

－45－

生産と技術　第62巻　第３号（2010）



i 　ヨーゼフ・アーロイス・シュンペーター（Joseph Alois Schumpeter）
　 の提唱。新しい財貨や新しい品質の財貨の生産、2.新しい生
　 産方法の導入、3.新しい販売先の開拓、4.新しい仕入先の獲
　 得、5.新しい組織の実現（独占の形成やその打破）
ii　日本知財学会第７回年次学術研究発表会、北村光司・下出一：
　　「2G5、知財活用会議ハーミットを通じた知財の評価及びコ
　ンサルティング」
iii 特許法第３０条の新規性喪失の例外は国内しか適用がなく、
　 海外での保護は限定的であり、公開に伴う不利益は大きい。
iv 仮出願制度(PROVISIONAL APPLICATION)は、一年以内に
　 正規出願を行うことを前提に、請求項作成の必要がなく手
　 数料の安価な出願制度である (35 U.S.C. 111(b), 米国特許庁
　 webサイト http://www.uspto.gov/patents/resources/types/
　 provapp.jsp)。国内優先権制度に類似しており、事実上は国
　内優先権制度を活用すれば類似の実務を行うことは可能であ

　 る。先の出願には後の出願内容が十分に開示されている必要
　 がある。したがって、仮出願では別実施形態や後に請求項と
　 なりうる構成要件を十分に補充しておく必要がある。実務上、
　 図面は発明の構成・作用・効果が説明しやすく、非常に有益
　な出願内容となる。
v ここでの商品企画は、事業プランを詳細に定め、将来的なキ
　 ャッシュフローを推定することが望ましい。知財価値評価の
　 インカムアプローチでは将来キャッシュフローを現在価値に
　 割り戻すディスカウントキャッシュフロー (DCF)法が用い
　 られる。
vi 特許協力条約（PCT : Patent Cooperation Treaty）に基づく国
　 際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出するこ
　 とによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願し
　 たことと同じ効果を与える出願制度（参考、特許庁webサ
　 イト：http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm）。
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